
■
第
Ⅱ
部　

論
攷
編

『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
に
み
る
武
家
の
官
位
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に

近
年
、
近
世
武
家
官
位
制
の
確
立
過
程
に
関
す
る
研
究
は
著
し
い
深
化
を
み
せ
て
お
り
、
精

緻
の
度
を
増
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
武
家
官

位
に
つ
い
て
も
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
実
態
の
解
明
が
す
す
ん
で

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
朝
廷
内
の
文
書
発
給
担
当
者
に
よ
る
官
位
任
叙
に
関
す
る
記
録
と
い
う

側
面
を
有
す
る
符
案
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
と
っ
て
非
常
に
有
用
な
史
料
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
従
来
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
符
案
と
い
う
史
料
の
類
型
が

十
分
に
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
、
活
字
化
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
、
所
在
に
関
す
る

情
報
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
研
究
基
盤
の
未
整
備
に
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
本
研
究
（
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
「
室
町
・
戦
国
期
の
符
案
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
」
）
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
自
体
の
改
善
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
符
案

が
室
町
時
代
の
武
家
官
位
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
活
用
し
得
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。

本
稿
で
素
材
と
す
る
の
は
、
本
報
告
書
第
Ⅰ
部
お
よ
び
第
Ⅲ
部
に
お
い
て
基
礎
的
な
研
究

（
解
題
、
御
教
書
案
の
翻
刻
・
宣
下
案
の
人
名
索
引
お
よ
び
自
筆
本
の
紙
背
文
書
目
録
の
作
成
）
を
行
っ

た
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
主
と
し
て
、
中
御
門
宣
秀
（
一
四
六
九
～
一
五

三
一
）
が
職
事
と
し
て
発
給
に
関
与
し
た
綸
旨
・
口
宣
案
な
ど
を
、
関
連
文
書
と
と
も
に
書
き

留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
筆
録
し
た
の
は
そ
の
父
宣
胤
で
あ
っ
た
。
内
容
の
別
に
よ
っ

て
、
御
教
書
案
と
宣
下
案
と
に
分
か
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
五
位
蔵
人
の
期
間
の
も
の
と
、

蔵
人
頭
の
期
間
の
も
の
と
が
存
在
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
蔵
人
頭
の
期
間
中
の
宣
下
案
は
、

記
録
さ
れ
て
間
も
な
い
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
大
火
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、
少
し
も
痕
跡

を
と
ど
め
て
い
な
い
。
官
位
の
任
叙
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
の
は
宣
下
案
な
の
で
、
現
存

し
て
い
る
の
は
、
宣
秀
が
五
位
蔵
人
で
あ
っ
た
期
間
の
も
の
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
も
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
か
ら
明
応
三
年
ま
で
の
十
年
間
に
わ
た
り
、
す
べ

て
が
自
筆
原
本
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
中
御
門
本
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』

（
以
下
、
中
御
門
本
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
と
略
す
）
第
三
冊
が
こ
れ
で
、
百
十
五
丁
に
お
よ
ぶ
浩

瀚
な
一
冊
で
あ
る
。
自
筆
本
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
の
最
大
の
利
点
は
、
二
次
利
用
面
と
も

密
接
な
関
係
に
あ
る
紙
背
文
書
を
あ
わ
せ
て
利
用
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
、
中

御
門
本
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
の
紙
背
文
書
の
な
か
に
は
、
職
事
に
対
し
て
武
家
の
官
位
任
叙

の
「
申
沙
汰
」
を
命
ず
る
文
書
が
存
在
し
て
い
る
。
同
書
は
、
十
五
世
紀
後
期
に
お
け
る
最
も

詳
細
に
し
て
大
部
な
符
案
で
あ
り
、
武
家
の
任
官
叙
位
に
関
す
る
記
事
も
少
な
く
な
い
の
で
、

検
討
対
象
と
し
て
は
絶
好
の
存
在
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

一　

武
家
官
位
の
位
置

『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』「
宣
下
案
」
の
特
長
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
口
宣
あ
る
い
は
口
宣
案
の

書
様
に
関
す
る
注
記
の
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
官
位
の
任
叙
に
至
る
経
緯
や
、
任

叙
の
対
象
と
な
る
人
物
に
つ
い
て
の
注
記
も
少
な
く
な
い
。
つ
ぎ
の
記
事
は
そ
の
典
型
と
い
っ

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

①
上
卿　

海
住
山
大
納
言

　
文
明
十
八
年
九
月
廿
二
日　

宣
旨

1



　

源
長
家　
　
　
　
　

無
位
不
可
然
、
武
家
沙
汰
外
也
、

　
　

宜
任
兵
部
少
輔
、

武
家
御
一
家
吉
見
也
、
本
人
申
入
室
町
殿
之
処
、
無
子
細
、
口

宣
案
可
申
沙
汰
之
由
申
之
、

元
ハ

武
家
之
官
途
奉
行
折
紙
遣
職
事
也
、
当
時
無
官
途
奉
行
、
仍
本
人
直
申
之
、　

今
日
廿
二
日

奏
聞
、
本
人
太
刀
持
来
、
不
及
下
知
也
、

蔵
人

ー

（
第
33
丁
裏
）

こ
こ
に
載
せ
た
の
は
、
幕
府
奉
公
衆
一
番
衆
だ
と
思
わ
れ
る
吉
見

（
1
）

長
家
を
兵
部
少
輔
に
任

ず
る
口
宣
案
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
下
部
に
加
え
ら
れ
た
注
記
は
、
こ
の
時
期
の

武
家
の
任
官
の
あ
り
方
を
非
常
に
端
的
に
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
金
子

拓
の
明
ら
か
に
し
た
、
武
家
官
途
の
員
外
化
と
、
そ
の
空
名
視
と
い
う
現
象
で

（
2
）

あ
る
。
そ
れ

を
示
す
の
は
、
「
源
長
家
」
の
下
方
に
加
え
ら
れ
た
「
無
位
不
可
然
、
武
家
沙
汰
外
也
、
」
つ

ま
り
「
（
姓
名
の
上
に
）
位
階
の
記
入
が
な
い
の
は
よ
く
な
い
が
、
武
家
の
場
合
は
問
題
と
す

る
に
及
ば
な
い
の
だ
」
と
い
う
注
記
と
、
末
尾
に
位
置
す
る
「
不
及
下
知
也
、
」
と
い
う
注
記

で
あ
る
。
両
者
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
兵
部
少
輔
へ
の
任

官
に
関
す
る
以
下
の
記
事
に
お
い
て
よ
り
明
ら
か
だ
と
い
え
る
。

②
上
卿　

日
野
中
納
言

　
文
明
十
六
年
十
二
月
卅
日　

ヽ
ヽ

　

源
政
具

此

宣
下
尤
可
下
知
之
処
、
武
家
之
輩
同
官
数
輩
、
不
及
闕
之
沙
汰
、

且
又
不
及
叙
爵
任
五
位
官
、
不
可
然
之
間
、
不
及
下
知
也
、

　
　

宜
任
兵
部
少
輔
、

摂
津
政
親
奉
書
折
紙
也
、
有
之
、
十
七
年
正
月
廿
四
日

奏
聞

勅
許
、
旧
冬
日
付
事
、
依
所
望
也
、
一
色
七
郎
云
々
、　

蔵
人

ー

（
第
11
丁
表
）

義
政
の
御
部
屋
衆
一
色

（
3
）

政
具
の
任
官
に
際
し
て
、
中
御
門
宣
胤
は
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘

し
て
い
る
。
一
つ
は
、
政
具
が
任
じ
ら
れ
る
兵
部
少
輔
に
は
、
す
で
に
複
数
の
武
家
の
見
任
者

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
が
、
叙
爵
し
な
い
ま
ま
に
五
位
相
当
の
官
職
に

就
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
糊
塗
し
、
表
面
化
を
回
避
す
る

方
途
が
「
不
及
下
知
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
下
知
」
と
は
、「
宣
下
」
あ
る
い
は
「
次
第
之
下
知
」
と
も
い
い
、
本
来
的
に
は
太
政
官
文

書
（
官
符
・
位
記
等
）
の
発
給
を
は
か
る
た
め
の
同
官
内
に
お
け
る
命
令
下
達
の
こ
と
で
、
実

質
的
に
は
、
官
職
で
あ
れ
ば
外
記
、
位
階
で
あ
れ
ば
内
記
に
宣
下
内
容
を
伝
達
し
、
補
任
・
歴

名
（
「
補
歴
」
）
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

（
4
）

い
た
。
原
則
と
し
て
、
官
位
の
任
叙
は
、

外
記
・
内
記
の
手
許
に
記
録
が
残
さ
れ
る
と
と
も
に
、
禁
裏
に
あ
っ
て
天
皇
自
身
が
参
照
す

る
「
御
補
歴
」
に
も
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
入
が
行
わ
れ
る
に

は
、「
下
知
」
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
中

御
門
本
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
第
二
冊
第
三
丁
の
紙
背
文
書
に
、
以
下
の
よ
う
な
女
房
奉
書
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

③
文
の
や
う
ひ
ろ
う
し
て
候
、
こ
の
お
り
か
み
御
心
え
候
ぬ
、
せ
ん
下
せ
ら
れ
候
へ
く
候

よ
し
、
申
と
て
候
、
か
し
く
、（

返
シ
書
）

　
大　〔

け
〕
か
き
に
し
た
い
の
下
ち
を（

上
）

お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
く
候
、
御

ふ
り
や
く
に
を
ち
候
、

中
御
門
宣
秀
が
職
事
と
し
て
、
折
紙
と
消
息
と
に
よ
っ
て
女
官
を
通
じ
て
奏
聞
し
た
官
職

任
命
の
案
件
に
つ
い
て
、
勅
許
が
あ
っ
た
の
で
宣
下
す
る
よ
う
に
伝
え
た
後
土
御
門
天
皇
女

房
奉
書
で
あ
る
。
返
し
書
に
お
い
て
、
大
外
記
に
至
る
ま
で
次
第
の
下
知
が
行
わ
れ
る
よ
う

留
意
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
理
由
と
し
て
補
歴
に
記
載
漏
れ
の
あ
る
点
を
あ
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
次
第
の
下
知
が
貫
徹
し
な
い
と
、
官
位
に
関
す
る
原
簿
に
記
載
の
な
い
状
況
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

官
位
の
任
叙
は
、
本
来
、
天
皇
（
治
天
）
の
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
判
断
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
為
政

者
と
し
て
の
天
皇
が
最
も
留
意
し
た
点
は
、
個
別
の
判
断
が
官
位
の
恩
栄
に
浴
す
る
者
た
ち

総
体
の
有
す
る
で
あ
ろ
う
秩
序
観
と
大
き
く
相
違
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
の
根
拠
と
し
て
先
例
が
大
き
な
意
味
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
例
と
当
該
案
件
と
を
照
ら
す
た
め
に
は
、
現
状
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
昇
叙
に
際
し
て
は
、
前
回
の
昇
叙
と
の
間
隔
が
問
題
と
さ
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
前
回
の
昇
叙
の
年
月
日
に
つ
い
て
原
簿
に
記
載
が
な
い
場
合
、
そ
の
申
請
の

当
否
に
判
断
を
下
す
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
補
歴
へ
の
記

載
は
、
そ
の
人
（
そ
の
家
）
の
昇
叙
あ
る
い
は
任
官
に
つ
い
て
天
皇
が
主
体
的
に
判
断
す
る
た

め
の
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

天
皇
み
ず
か
ら
が
補
歴
を
参
看
し
た
こ
と
の
わ
か
る
事
例
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
意
義

確
認
す
る
た
め
に
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
一
月
、
壬
生
晴
富
が
治
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ

た
際
の

（
5
）

事
例
が
参
考
と
な
る
。
同
月
四
日
、
晴
富
（
正
四
位
上
、
前
左
大
史
）
は
、
二
条
持
通
の

執
奏
に
よ
っ
て
、
同
家
に
お
い
て
初
め
て
八
省
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
任
ぜ
ら

2



れ
た
治
部
卿
は
、
同
じ
小
槻
氏
の
大
宮
長
興
（
法
名
寿
官
）
が
す
で
に
文
明
十
七
年
に
任
ぜ
ら

れ
た
官
で
あ
っ
た
た
め
、
晴
富
は
、
翌
日
、
後
土
御
門
天
皇
の
側
近
で
、
二
条
家
の
家
礼
と
し

て
今
回
の
任
官
を
申
し
次
い
だ
忠
富
王
（
神
祇
伯
）
の
許
に
使
者
を
送
り
、
刑
部
卿
へ
の
変
更

を
望
ん
で
い
る
。
晴
富
の
子
で
当
時
官
務
の
任
に
あ
っ
た
雅
久
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、

忠
富
王
は
「
天
子
自
御
覧
補
歴
、
就
有
闕
被
任
之
、
不
可
被
申
易
由
」
を
答
え
た
と
い
う
。
ま

た
、
晴
富
の
日
記
で
は
、「
先
日
被
召
寄
補
歴　
　
　
　
　
　

任
之
、
尤
為
面
目
之
処
、
他
之

〔
卿
〕

　
□　
　
　
　

被
申
之
条
、
不
可
然
、
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
忠
富
王
は
、
天
皇
自
ら

が
補
歴
を
召
し
寄
せ
て
参
看
し
て
、
そ
の
官
が
闕
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
任
じ
た

も
の
で
あ
り
、
面
目
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
決
定
に
変
更
を
求
め
る
こ
と
は
不
当
だ
、

と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
晴
富
は
こ
の
言
葉
で
納
得
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
補
歴
を
確
認
し
て
官
位
の
任
叙
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
決
定
が
天
皇
の
主
体
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
任
叙
が
な
さ
れ
た
官
位
は
、
天
皇
が
与
え
た
恩
栄
と
い
う
性
格
を
濃
厚
に
帯

す
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
補
歴
は
天
皇
の
判
断
の
主
体
性
を
支
え
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
へ
記
入
の
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
任
叙
の
決
定
に
つ
い
て
天
皇
が
責

任
を
負
う
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
補
歴
に
記
載
を
行
わ
な

い
こ
と
は
、
天
皇
が
主
体
的
な
判
断
を
下
さ
ず
、
責
任
の
主
体
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の

だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
武
家
に
対
す
る
官
位
の
任
叙
に
つ
い
て
、
次
第
の
宣
下
が
行
わ

れ
ず
、
補
歴
に
記
載
さ
れ
な
ず
と
も
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
任
叙
の

可
否
を
判
断
す
る
責
任
の
主
体
が
、
天
皇
で
は
な
く
室
町
殿
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
官
位
の
任
叙
の
対
象
者
が
武
家
で
あ
る

場
合
で
も
、
口
宣
案
の
発
給
に
際
し
て
奏
聞
を
経
て
い
る
の
で
、
形
式
上
の
任
免
権
者
が
天

皇
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
任
叙
に
か
か
る
最
終
的
な
決
定
は
奏
聞
以

前
に
お
け
る
室
町
殿
の
許
諾
に
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

形
式
上
の
任
免
者
で
あ
る
天
皇
に
決
定
権
が
存
在
し
な
い
と
い
う
状
況
は
、
室
町
殿
の
強

制
な
い
し
は
天
皇
の
自
己
規
制
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
天

皇
自
身
が
か
か
る
事
態
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
有
し
て
い
た
か
を
窺
う
手
が
か
り
と

し
て
、
大
内
教
弘
へ
の
贈
位
の
可
否
を
め
ぐ
る
一
条
兼
良
の
消
息
を
み
て
み
た
い
。

こ
の
消
息
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
北
白
川
宮
旧
蔵
手
鑑
零
存
』
の
う
ち
の
一
通

で
あ
る
。
北
白
川
宮
旧
蔵
の
手
鑑
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
の
公
家
・
武
家
の
書
状
が
大
半
を

占
め
、
連
歌
懐
紙
の
断
簡
が
こ
れ
に
つ
い
で
い
る
。
い
ず
れ
も
禁
裏
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
し
く
、
江
戸
時
代
に
禁
裏
文
庫
か
ら
出
て
手
鑑
に
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

に
掲
げ
る
一
条
兼
良
消
息
も
、
勾
当
内
侍
四
辻
春
子
に
充
て
て
後
土
御
門
天
皇
へ
の
披
露
を

求
め
た
も
の
で
あ
る
。

③
た
ひ

く
申
入
候
、
大
内
の（

政
弘
）

　
さ
き
や
う
の
大
夫
の
そ
み
申
候
、（

教
弘
）

　
ち
ゝ
か
そ
う
位
の
事
、
ふ

け
の
時
き
を
は
ゝ
か
り
お
ほ
し
め
さ
れ
候（

返
シ
書
）

　
よ
し
、
お
ほ
せ
下
さ
れ
候
、
そ
れ
さ
る
事
に

て
候
へ
と
も
、（

上
）

　
こ
れ
ふ
ん
さ
い
の
事
、
さ
の
み
は
な
に
と
申
さ
れ
候
へ
き
に
て
候
、
わ
た

く
し
の
事
は
、
す
わ
う
の
国
の
や
し
ろ
の
し
や
う
と
申
候
所
、
と
し
ひ
さ
し
く
ふ
ち
き

や
う
に
て
候
を
、
ち
か
こ
ろ
返
し
た
ひ
て
候
、
さ
や
う
の
ち
な
み
に
つ
き
候
て
、
こ
の
事

を
申
た
ひ
候
、
も
し
申
さ
た
し
候
は
す
は
、
け
つ
ち
や
う
又
お
さ
へ
候
へ
き
と
、
あ
ん
な

い
し
や
申
候
ほ
と
に
、
め
い
わ
く
に
て
候
、
さ
候
ほ
と
に
、
一
所
て
う
を
ん
に
下
さ
れ

候
と
、
お
ほ
し（

第
二
紙
上
）

　
め
さ
れ
候
て
、
ち
よ
く
き
よ
候
へ
か
し
と
、
申
入
候
に
て
候
、
さ
し
た

る
ほ
う
こ
う
は
申
候
は
ね
と
も
、
き
み
と
人
と
の
み
ち
は
、
を
や
こ
よ
り
も
猶
さ
り
か

た
き
事
に
、
む
か
し
の
せ
い
し
ゆ
は
お
ほ
し
め
さ
れ
た
る
事
に
て
候
、
い
ま
た
み
え
候

は
ぬ
ふ
け
の
と
か
め
や
申
さ
れ
候
は
ん
す
ら
ん
と
お
ほ
せ
事
候
て
、
た
ち
ま
ち
に
け
り

や
う
を
一
所（

最
上
）

　
う
し
な
ひ
候
事
を
、
あ
は
れ
み
お
ほ
し
め
さ
れ
候
は
て
は
、
い
か
ゝ
候
へ

き
、
万
に
一
も
ふ
け
よ
り
と
か
め
申
さ
れ
候
事
候
は
ゝ
、
か
や
う
に
申
入
候
ふ
ん
と
お
ほ

せ
い
た
さ
れ
候
は
ゝ
、
ち
か
ら
な
く
そ
の
時
申
ひ
ら
き
候
へ
き
に
て
候
、
そ
う
位
の
ふ
ん

さ
ゐ
候
、
け
ん
に
ん
に
は
か
は
り
候
事
に
て
候
、（

下
）

　
た
ゝ
つ
い
せ
ん
は
か
り
の
事
に
て
候
、

さ
し
て
て
う
か
の
か
き
ん
に
も
な
り
候
ま
し
き
事
に
て
候
、
あ
は
れ
御
さ
た
も
候
へ
か

し
、
返

く
ら
う
せ
き
き
は
ま
り
な
く
候
へ
と
も
、
御
わ
た
く
し
ま
て
申
入
候
よ
し
、
よ

く

く
御
心
え
候
へ
く
候
、
あ
な
か
し
く
、

（
切
封
ウ
ハ
書
）

「
勾
当
内
侍
と
の
へ
」
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ま
ず
、
適
宜
言
葉
を
補
い
な
が
ら
語
釈
を
加
え
て
み
よ
う
。

だ
び
た
び
申
し
入
れ
て
お
り
ま
す
大
内
左
京
大
夫
政
弘
が
望
ん
で
お
り
ま
す
亡
父
教
弘
へ

の
贈
位
の
こ
と
に
つ
い
て
、
武
家
の
お
心
を
慮
っ
て
お
認
め
に
な
ら
な
い
由
の
仰
せ
を
承
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ば
か
り
の
事
は
、
そ
ん
な
に
大
袈

裟
に
仰
る
ま
で
も
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。
当
方
の
事
情
を
述
べ
れ
ば
、
周
防
国
屋
代
荘
と
い
う

在
所
が
永
年
不
知
行
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
を
、
近
年
大
内
か
ら
返
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
縁
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
贈
位
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
た
の
で
す
。
も
し
贈
位
に

つ
い
て
仲
介
い
た
し
ま
せ
ん
と
、
必
ず
や
再
度
押
領
さ
れ
る
で
し
ょ
う
と
、
事
情
に
通
じ
た
者

が
申
し
ま
す
の
で
、
困
惑
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
す
の
で
、
一
所
を
朝
恩
と
し

て
下
さ
れ
た
も
の
と
お
考
え
に
な
り
、
勅
許
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
と
申
し
入
れ
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
大
し
た
奉
公
は
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
君
臣
の
関
係
は
親
子
の
関
係
以
上
に

深
い
も
の
だ
と
、
昔
の
聖
主
は
お
考
え
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
本
当
に
あ
る
か
な
い
か
わ
か

ら
な
い
の
に
、
武
家
か
ら
非
難
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
仰
ら
れ
た
た
め
、
た
ち
ま
ち
家
領

を
一
箇
所
失
う
羽
目
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
こ
と
を
、
気
の
毒
に
お
思
い
に
な
ら
れ
な
い
と

は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
万
が
一
に
も
武
家
よ
り
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
私
が
こ
の
よ
う
に
申
し
入
れ
た
も
の
な
の
で
と
仰
ら
れ
た
な
ば
ら
、
仕
方
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
そ
の
時
は
弁
明
い
た
す
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
贈
位
ば
か
り
の
こ

と
で
、
現
任
と
は
事
情
が
異
な
り
ま
す
。
た
だ
追
善
の
た
め
と
い
う
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
お
許
し

い
た
だ
い
て
も
朝
家
の
瑕
瑾
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
存
じ
ま
す
。
な
ん
と
か
お
許
し

い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
勝
手
な
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
内
々
申
し
上
げ

ま
す
こ
と
を
、
な
に
と
ぞ
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
き
ご
披
露
賜
り
ま
す
よ
う
に
。
あ
な
か
し
こ
。

大
内
政
弘
が
一
条
兼
良
を
通
じ
て
後
土
御
門
天
皇
に
働
き
か
け
、
亡
父
教
弘
に
従
三
位
の

贈
位
を
受
け
よ
う
し
た
こ
と
は
、『
晴
富
宿
禰
記
』
に
見
え
て
お
り
、
こ
れ
が
文
明
十
一
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

（
6
）

れ
る
。
『
晴
富
宿
禰
記
』
同
年
九
月
二
十
九
日
条
に
は
、「
大
内

申
故
教
弘
朝
臣
贈
三
位
事
、
自（

一
条
兼
良
）

　
禅
閤
雖
執
被〔

申
ヵ
〕

　
□
、
可
依
武
家
執
奏
、
直
難
有
勅
許
云
々
、
」
と

あ
り
、
天
皇
は
こ
の
件
は
武
家
執
奏
に
依
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
限
り
、
自
ら
の

判
断
で
直
接
に
勅
許
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
だ
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
発
言
は
、
右
に
掲

げ
た
兼
良
の
消
息
に
見
え
る
内
容
と
基
本
的
に
は
齟
齬
し
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
兼
良
の
消
息
は
、
天
皇
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
い
情
報

を
与
え
て
く
れ
る
。
天
皇
は
、「
武
家
の
時
宜
を
憚
」
り
、「
未
だ
見
え
候
は
ぬ
武
家
の
咎
め
」

の
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
勅
許
を
下
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
一
方
、
兼
良
は
、
故
人
の

追
善
の
た
め
に
贈
位
を
行
う
だ
け
で
、
現
任
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
ま
で
慎
重
な
姿
勢
を
と

る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
意
識
に
お
い
て
は
、
武
家
が
任
叙
を

判
断
す
る
対
象
は
死
後
に
及
ぶ
ま
で
画
然
と
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
犯
す
こ
と
は
「
咎
め
」

を
招
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
皇
の
自
己
規
制
に
よ
っ
て
武
家
官
位
の

範
疇
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

武
家
の
官
位
に
対
す
る
天
皇
の
認
識
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
々
の
官

位
の
任
叙
に
関
す
る
室
町
殿
の
許
諾
を
天
皇
に
伝
達
す
る
仕
組
み
が
重
要
な
意
味
を
有
し
た

は
ず
あ
る
。
そ
こ
で
、
章
を
改
め
て
こ
の
点
を
探
っ
て
み
よ
う
。

二　

武
家
官
位
の
方
法

室
町
幕
府
に
お
け
る
官
位
任
叙
の
手
続
き
に
お
い
て
、
官
途
奉
行
の
役
割
が
重
要
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
該
当
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

先
に
掲
げ
た
①
の
吉
見
長
家
の
任
官
に
関
す
る
記
述
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

長
家
の
任
官
の
口
宣
案
の
控
え
に
加
え
ら
れ
た
注
記
に
、「
本
人
申
入
室
町
殿
之
処
、
無
子

細
、
口

宣
案
可
申
沙
汰
之
由
申
之
、
元
ハ

武
家
之
官
途
奉
行
折
紙
遣
職
事
也
、
当
時
無
官
途

奉
行
、
仍
本
人
直
申
之
、
」
と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
家
自
身
が
義
尚
に
対
し
て
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
何
の
問
題
な
く
許
諾
を
得
た
の
で
、
口
宣
の
発
給
を
受
け
た
い
と
宣
秀
に
言
っ
て

き
た
。
も
と
は
武
家
の
官
途
奉
行
が
折
紙
を
職
事
に
送
っ
て
室
町
殿
の
許
諾
を
伝
え
た
も
の

だ
が
、
現
在
で
は
官
途
奉
行
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
長
家
本
人
が
直
接
伝
え
て
き
た
の

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
れ
以
外
の
任
叙
に
つ
い
て
、
室
町
殿
の
許
諾
が
ど
の
よ
う
に
職
事
で
あ
る
宣

秀
に
伝
達
さ
れ
た
か
、
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
「
宣
下
案
」
を
通
覧
し
て
み
よ
う
。

文
明
16
年
12
月
25
日　

二
階
堂
政
行
防
鴨
河
判
官
兼
任　

記
載
な
し
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文
明
16
年
12
月
25
日　

二
階
堂
行
名
大
蔵
少
輔
任
官　

記
載
な
し

文
明
16
年
12
月
30
日　

一
色
政
具
兵
部
少
輔
任
官　

摂
津
政
親
折
紙

文
明
17
年
3
月
5
日　

長
国
連
任
左
衛
門
少
尉　

摂
津
政
親
折
紙

文
明
17
年
6
月
12
日　

佐
々
木
大
原
元
親
任
備
中
守　

記
載
な
し

文
明
17
年
10
月
23
日　

長
井
元
清
任
宮
内
大
輔　

二
階
堂
政
行
状

文
明
17
年
10
月
23
日　

河
内
宏
行
任
周
防
守　

二
階
堂
政
行
状

文
明
17
年
10
月
23
日　

広
戸
直
弘
任
因
幡
守　

二
階
堂
政
行
状

文
明
18
年
9
月
6
日　

佐
々
木
大
原
尚
親
任
左
馬
助　

記
載
な
し

文
明
18
年
9
月
22
日　

吉
見
長
家
任
兵
部
少
輔　

本
人

長
享
元
年
8
月
9
日　

飯
尾
兼
連
任
大
蔵
少
丞
・
叙
従
五
位
下　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
元
年
8
月
11
日　

摂
津
政
親
叙
従
五
位
上　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

長
享
元
年
8
月
11
日　

本
郷
政
泰
叙
従
五
位
下　

勧
修
寺
教
秀
内
々
状

長
享
元
年
8
月
25
日　

結
城
政
広
任
越
後
守
・
叙
従
五
位
下　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
元
年
9
月
3
日　

星
野
政
茂
叙
従
五
位
下　

勧
修
寺
教
秀
伝
達

長
享
元
年
9
月
23
日　

丹
比
忠
宗
任
下
総
守　

二
階
堂
政
行
奉
書

長
享
元
年
9
月
25
日　

長
宗
信
任
能
登
守　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
元
年
9
月
27
日　

長
宗
信
叙
従
五
位
下　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
元
年
12
月
27
日　

斎
藤
基
聡
叙
従
五
位
下　

記
載
な
し

長
享
元
年
12
月
29
日　

飯
尾
為
完
任
左
衛
門
少
尉　

記
載
な
し

長
享
2
年
正
月
6
日　

土
岐
飛
騨
政
直
任
伊
豆
守　

勧
修
寺
教
秀
伝
達

長
享
2
年
正
月
6
日　

玉
置
親
直
任
加
賀
守　

勧
修
寺
教
秀
伝
達

長
享
2
年
6
月
24
日　

安
東
真
康
任
駿
河
守　

摂
津
政
親
奉
書

長
享
2
年
8
月
27
日　

結
城
政
胤
叙
正
五
位
下　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
8
月
27
日　

広
沢
尚
利
叙
従
五
位
上　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
8
月
27
日　

結
城
尚
隆
叙
従
五
位
下
・
任
近
江
介　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
9
月
18
日　

一
色
視
冬
任
伊
予
守　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
9
月
23
日　

摂
津
政
親
任
掃
部
頭　

本
人

長
享
2
年
10
月
5
日　

大
館
尚
氏
任
左
衛
門
佐　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
10
月
14
日　

布
施
知
基
任
弾
正
忠　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
11
月
16
日　

一
色
義
秀
任
左
京
大
夫　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
2
年
11
月
17
日　

本
郷
政
泰
叙
従
五
位
上　

二
階
堂
政
行
折
紙

長
享
3
年
2
月
10
日　

結
城
尚
豊
叙
従
五
位
上　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

長
享
3
年
3
月
11
日　

今
川
国
氏
任
左
衛
門
少
尉
・
為
検
非
違
使　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

長
享
3
年
3
月
11
日　

本
郷
政
泰
任
左
衛
門
少
尉
・
為
検
非
違
使　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

長
享
3
年
3
月
11
日　

土
岐
飛
騨
尚
直
任
左
衛
門
少
尉
・
為
検
非
違
使　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

延
徳
元
年
9
月
2
日　

斎
藤
基
聡
任
加
賀
守　

摂
津
政
親
奉
書

延
徳
元
年
9
月
23
日　

諏
方
長
直
任
若
狭
守　

摂
津
政
親
奉
書

延
徳
元
年
11
月
12
日　

諏
方
貞
説
任
左
近
将
監　

記
載
な
し

延
徳
元
年
12
月
30
日　

飯
尾
清
房
叙
従
五
位
上　

勧
修
寺
教
秀
奉
書

延
徳
元
年
12
月
30
日　

諏
方
貞
説
叙
従
五
位
下　

記
載
な
し

延
徳
2
年
10
月
25
日　

大
内
直
貞
任
周
防
守　

摂
津
政
親
折
紙

延
徳
4
年
7
月
19
日　

山
名
豊
時
叙
従
四
位
下　

勧
修
寺
教
秀
・
葉
室
光
忠
伝
達

明
応
元
年
9
月
23
日　

斎
藤
基
雄
叙
従
五
位
下　

記
載
な
し

明
応
元
年
11
月
6
日　

飯
尾
元
行
任
大
和
守　

記
載
な
し

以
上
か
ら
、
文
明
十
六
年
か
ら
明
応
元
年
に
か
け
て
の
武
家
官
位
の
任
叙
に
か
か
る
室
町

殿
（
義
尚
の
み
な
ら
ず
東
山
殿
義
政
を
含
む
）
の
許
諾
を
職
事
に
伝
達
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
伝

奏
勧
修
寺
教
秀
、
二
階
堂
政
行
、
摂
津
政
親
の
三
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
政
行
は
、
長
享
三
年
三
月
将
軍
義
尚
の
死
没
と
と
も
に
失
脚
す
る
の
で
、
以
後
は
残
り
二

者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
な
る
任
叙
の
許
諾
を
伝
え
る
文

書
が
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
紙
背
文
書
』
中
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
対
応
す
る
「
宣
下
案
」
の

記
事
と
と
と
も
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

⑤
本
河

源
政
泰
叙
爵
事
、
勅
許
候
、
以
去
十
一
日
々
付
、
口

宣
案
可
給
之
由
、（

中
御
門
宣
秀
）

御
方
へ
申
度
候
、

毎
事
期
面
存
候
、
恐
々
謹
言
、

（
長
享
元
年
）

八
月
廿
九
日

（
勧
修
寺
）

教
秀

（
第
1
冊
第
11
丁
紙
背
）
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⑥
同
十
一
日

上
卿
勧
修
寺
大
納
言

源
政
泰　　

下
上
卿
書
様
如
常
、

消
息
如
常
、　

宜
叙
従
五
位
下
、
武
家
本

郷
歟

　
河
也
、
勧
修
寺
大
納
言

八
月
廿
九
日

　
内
々
状

有〃在
之
、
十
一
日

勅
許
云
々
、

（
第
3
冊
第
41
丁
裏
）

⑦
前
宮
内
少
輔（

一
色
）

源
視
冬
名
国
司
、伊
与
、
為
御
執

奏
、
可
有
申
御
沙
汰
候
由
、
被
仰
下
候
也
、

恐
々
謹
言
、

長
享
弐

九
月
十
八
日

（
二
階
堂
）

政
行
（
花
押
）

　
　
　

（
宣
秀
）

中
御
門
弁
殿

（
第
1
冊
第
24
丁
紙
背
）

⑧
九
月
十
八
日

上
卿

　
宮
内
少
輔
源
視
冬　

口

宣
書
様
如
例
、

　
宜
任
伊
予
守
、
一
色
一
家
也
、
二
階
堂
折
紙

有〃在
之
、
伺
申
、
（
第
3
冊
第
57
丁
表
）

⑨
左
衛
門
尉（

安
東
）

　
平
真
康
駿
河
守
口

宣
之
事
、
可
有
申
御
沙
汰
之
由
候
也
、
恐
々
謹
言
、

長
享
二

　
六
月
四
日

（
摂
津
）

　
政
親
（
花
押
）

　
　
　

蔵
人
左
少
弁
殿

（
第
3
冊
第
70
丁
紙
背
）

⑩
上
卿

菊
亭
大
納
言

　
長
享
二
年
六
月

廿
六

　

〃四
日　

宣
旨

六
月
卅
日摂

津
　
政
親
奉
書
到
来
、

武
家

　
安
東
云
々
、

　

右
衛
門
少
尉
平
真
康

　
　

宜
任
駿
河
守
、

蔵
人
左
少
弁
藤
原
宣
秀
奉

（
第
3
冊
第
52
丁
表
）

⑤
勧
修
寺
教
秀
書
状
の
み
は
竪
紙
だ
が
、
⑦
二
階
堂
政
行
奉
書
お
よ
び
⑨
摂
津
政
親
奉
書

は
い
ず
れ
も
折
紙
で
あ
る
。
先
に
見
た
伝
達
の
経
路
に
つ
い
て
、
宣
胤
は
政
行
・
政
親
両
名

の
発
給
文
書
に
つ
い
て
奉
書
・
折
紙
の
両
様
の
名
称
を
用
い
て
い
る
が
、
さ
き
に
見
た
①
の

注
記
に
元
来
は
官
途
奉
行
が
折
紙
を
送
付
し
た
と
あ
る
こ
と
も
想
起
す
れ
ば
、
す
べ
て
折
紙

の
奉
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
伝
奏
と
武
家
の
奉
者
と
の
最
大
の
相
違
は
、
文
書

様
式
の
相
違
で
は
な
く
、
伝
奏
を
経
た
場
合
は
す
で
に
奏
聞
が
済
ま
さ
れ
て
い
る
が
、
武
家

の
奉
行
か
ら
伝
達
さ
れ
た
場
合
に
は
奏
聞
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

さ
き
の
一
覧
を
見
る
限
り
、
伝
奏
と
武
家
の
奉
行
と
の
あ
い
だ
に
使
い
分
け
と
い
っ
た
も

の
は
見
出
せ
ず
、
伝
達
経
路
は
多
分
に
偶
然
の
要
素
が
作
用
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
吉
見
長
家
の
ご
と
く
本
人
が
伝
達
す
る
事
例
も
あ
る
と
す
る
と
、
室
町

殿
が
官
位
の
任
叙
に
つ
い
て
下
し
た
許
諾
は
、
一
元
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
は
思
い
が
た

い
。
と
す
れ
ば
、
官
位
の
任
叙
の
適
正
な
運
用
は
室
町
殿
個
人
の
力
量
に
依
拠
す
る
部
分
が

大
き
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
問
題
が
生
ず
る
可
能
性
は
さ
ほ
ど

高
く
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
の
は
、
こ
の
時
期
は
官
位
に
つ
い
て
の
相
対
的
な

安
定
期
と
い
っ
て
よ
く
、
官
位
の
希
望
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
先
例
に
従
っ
て
提
出
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
六
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
従
来
よ
り
高
位
の
官
位
に
就
く
こ
と
に
一
定

度
の
政
治
的
な
意
義
を
見
出
す
傾
向
が
強
く
な
る
の
で
、
か
か
る
状
況
に
も
変
化
が
生
じ
る

は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
注
目
し
て
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
以
後
の
時
期
を
探

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
十
五
世
紀
後
半
の
代
表
的
な
符
案
で
あ
る
『
宣
秀
卿
御
教
書
案
』
を
素
材
と
し

て
、
室
町
時
代
の
武
家
官
位
の
一
側
面
を
探
っ
て
み
た
。
そ
の
有
用
性
は
明
ら
か
に
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
残
さ
れ
た
問
題
は
さ
ら
に
大
き
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
〔
註
〕

（
1
）
羽
田
聡
「
足
利
義
材
の
西
国
廻
り
と
吉
見
氏
―
一
通
の
連
署
状
か
ら
―
」（
『
学
叢
』
二
五
号
、
二

〇
〇
三
年
）
。

（
2
）
金
子
拓
「
中
期
室
町
幕
府
・
御
家
人
と
官
位
」
（
同
『
中
世
武
家
政
権
と
政
治
秩
序
』
〔
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
八
年
〕
第
一
部
第
三
章
、
初
出
は
一
九
九
四
年
）
。

（
3
）
設
楽
薫
「
足
利
将
軍
が
一
門
の
名
字
を
与
え
る
こ
と
」（
『
姓
氏
と
家
紋
』
五
六
号
、
一
九
八
九
年
）
。

（
4
）
富
田
正
弘
「
口
宣
・
口
宣
案
の
成
立
と
変
遷–

院
政
＝
親
政
と
天
皇
＝
太
政
官
政
と
の
接
点
」

（
『
古
文
書
研
究
』
一
四
号
・
一
五
号
、
一
九
七
九
年
・
八
〇
年
）
。

（
5
）
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
三
十
九
、
二
一
二
～
二
一
七
頁
。

（
6
）
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
十
一
、
六
七
七
～
六
七
九
頁
。
須
田
牧
子
「
室
町
期
に
お
け
る
大
内

氏
の
対
朝
関
係
と
先
祖
観
の
形
成
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
六
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
も
参
照
。
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